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 ブラジルの会社に投資する際に必ずしも十分に検討がなされないが重要な問題点として、間接的な環境責任のリスクの点が挙

げられる。ブラジルの会社への投資家としては、いつ、どのような形で、いかなる条件の下で、株主として、投資先の会社の責任

を負う可能性があるのか検討しておく必要がある。一般に、株主は会社とは別の法主体として取り扱われ、会社の法人格が否認

されない限り有限責任の範囲内で保護されるが、ブラジルの近時の判例法は、会社の行為及び責任に関して、その株主も一定

の場合に責任を負う可能性があることを示しており、注意が必要である。 

 

ブラジル環境法における法人格否認の法理 
 

 ブラジル連邦法 9,605/98 は、会社の法人格を認めることが環境損害の救済に支障を生じさせる場合は、当該会社の法人格が

否認され得る旨を定める。この条項を字義通りに解釈すれば、「会社の環境上の義務を果たすために充分な資産が当該会社に

存在しない場合、当該会社の株主が責任を負い得る」という結論になる（すなわち、これは「充分な資産が存在するか否か」という

客観的な要件で判断される。）。 

 

 他方で、法人格否認の法理は、ブラジル民事法 50 条においても定められており、同条は、会社の義務を株主に負わせるため

には「法人格の濫用」に関する証拠が必要であるとしている（すなわち、これは「濫用しているか否か」という主観的な要件で判断

される。）1。このブラジル民事法 50 条の法理の下においては、以下の証拠がある場合に法人格の否認が認められる。 

                                                   
1  ブラジル民事法 50 条は次のとおり規定している。 

「会社の設立目的の流用又は混同により法人格の濫用があると見做される事案において、裁判官は、当事者又は（手続に参加することができる）検

察官の申し出に基づき、会社の特定の義務及び法律関係の効果を、当該会社の取締役又は株主の個人財産に対して帰属させるという決定をなすこ

とができる。」 
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- 事業目的の不正使用（例えば、会社の利益のためではなく株主の利益のために、敢えて会社をして契約を締結させる場

合など）の証拠 

- 会社の財産と株主の財産の混同の証拠 

- 会社の権利（役員や従業員によって管理又は行使が可能な、会社が有する法律上又は契約上の権利のことをいう。）の

濫用の証拠（例えば、債権者への返済原資を減少させる目的で殊更に減資行為を行う場合など） 

 

 最高裁判所は、上記の法律上の要件（客観的要件及び主観的要件）は、個別の事実関係を評価する際に併せて検討及び適用

されるべきであると述べているが、いくつかの判例においては、会社の法人格を否認するに当たってはブラジル連邦法 9,605/98

の客観的要件（すなわち、環境損害の救済に必要な会社の資産の不足）のみを適用している事案も存在する。 

 

 また、裁判例において、株主が会社の経営に直接的に関与している場合、法人格否認の要件該当性を議論することさえなく、

かかる株主の責任を認めた事案も複数存在する 2 3。これらの裁判例では、会社の経営に関与している株主（以下「経営関与株

主」という。）につき、自らが環境損害に寄与したことを理由に裁判所がその責任を認めている。ブラジルの高等司法裁判所は、環

境汚染を引き起こした会社の経営関与株主に対して環境回復の責任を認めた一方で、かかる責任は補充的なものであるとした。

すなわち、当該経営関与株主に対するブラジル民事法 1024 条による恩恵を認め、当該経営関与株主は、当該会社の資産が、

環境損害の回復にとって十分でない限度において責任を負うものと判断した。 

 

象徴的な先例 － Samarco のダム決壊事故 

 

 2015 年 11 月 5 日に、ブラジルにおける法人格否認の判例法に重大な影響を与える事故が発生した。 

 

 Samarco Mineracao S.A.が所有するダムの貯水には、鉄鉱石の選鉱の結果として生じる尾鉱が含まれていたところ、当該ダム

の決壊により、約 60 百万㎥の鉱山廃棄物が、近隣に流出し、土地、河川、海及び周辺住民に対して悪影響を及ぼすという、ブラ

ジル史上最悪の環境破壊事故となった。Samarco 社は、ブラジル企業である Vale do Rio Doce と、豪州企業である BHP Billiton

とが 50:50 の比率で組成した合弁企業である。 

 

 この事故による環境及び社会への影響は極めて甚大であり、また、Samarco 社は、当該事故により操業を停止したため、必要

な環境被害の回復及び補償対応を行うのに充分な財務能力を同社が有しているのかが不明確な状況であった。その結果、

Samarco 社に加えて、その株主である Vale 社と BHP 社を巻き込んだ、大量の訴訟が提起されることとなった。なお、Vale 社が操

業による残渣の貯蔵のために Samarco 社のダムを使用していたという証拠に基づいて、多くの地方公共団体が Vale 社に対して

訴訟を提起した結果、Vale 社は、Samarco 社の株主としてのみならず、直接の環境汚染者としても多くの訴訟に巻き込まれること

となった。 

 

 上記の数千にわたる個別の損害賠償請求訴訟とは別に、州及び連邦の検察官や環境当局・関連官庁らによって、Samarco 社

のみならず、Vale 社及び BHP 社をも被告として、複数の集団訴訟が提起された。これらの訴訟の請求原因は、Samarco 社が独

                                                   
2  例えば、ある株主は、当該株主自身が当事会社の経営に関与する取締役を兼任している場合、又は当該会社の取締役が株主の指示に直接従っ

て行動している場合等に、当該会社の「経営に関与」しているものと見做される可能性がある。 

3  親子会社関係の場合、環境損害を引き起こした子会社について、その親会社又はその取締役若しくは役員自らが支配権を有しているということ

が、当該親会社（又はその取締役若しくは役員）が法人格否認の法理によって責任を負うための前提となる。関連する判例によれば、当該親会社

の取締役又は役員が、子会社に対する経営権限を直接行使していない場合には、子会社が引き起こした環境損害について、親会社の取締役又

は役員が責任を負うことはないとしている。 
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自の資産だけでは、事故の結果生じた全ての環境損害の回復及びその補償に対応することはほぼ期待できないことから、Vale

社及び BHP 社が、株主の立場から、当該環境損害の回復及びその補償の遂行を確保するために責任を負う必要がある、という

ものであった。このような Vale 社及び BHP 社に対する原告側の主張は、表現は異なるものの、前述の連邦法 9,605/98 条自体

か、または同条文から導かれる法人格否認のための客観的要件に基づくものであった。これらの訴訟で請求されている金額は巨

額であり、例えば、訴訟によっては、1550 億レアル、200 億レアル、20 億レアルに達しているものもある。 

 

 2016 年 3 月に、Samarco 社、Vale 社及び BHP 社は、ブラジル連邦政府との間で、包括契約（Framework Agreement）を締結

し、今後 15 年間にわたって、200 億レアルに達する社会経済及び環境損害の回復作業を行うことを約束した。しかし、連邦検察

官は、当該包括契約は当該事故によって引き起こされた損害を全て補償しこれを回復するには不十分であるとして、2016 年 5 月

に、1550 億レアル（この値は、過去 Deepwater Horizon の事故後に BP によって支払われた除去費用の金額を参考に算定され

た。）の訴訟を別途提起しているため、当該包括契約は、法的な異議に服している状態である。当該包括契約に対する法的な異

議についての司法判断はまだなされていないが、Samarco 社、Vale 社及び BHP 社は、当該包括契約の条項に基づいて、環境損

害の回復及び補償の履行を継続している。Samarco 社等に対する訴訟は現在も係属中である。 

 

 上記の連邦政府との 1550 億レアルの訴訟において、Samarco 社、Vale 社、BHP 社及びいくつかの州及び連邦当局との間で、

新たに暫定的な合意が締結され、当該合意は裁判所によって有効性が確認された。当該暫定合意に基づき、本件事故によって

生じた社会的及び環境的損害並びに、当事会社（Samarco 社、Vale 社及び BHP 社）によって既に履行済みの又は現在履行中の

被害回復措置とを評価するための調査が、当事会社によって行われることとされた。当該訴訟手続の裁判官は、当事会社による

かかる調査結果は、関係者間で締結されることになる最終的な和解契約の基礎をなすものであり、また、2016 年 3 月に締結され

た上記の包括契約の条項の有効性を評価する資料にもなると述べている。 

 

 2017 年 6 月 30 日に、BHP 社は、本件ダム事故による被害回復に充てるため、7 億 9000 万レアルを拠出したと公表した 4。

BHP 社によれば、このうち 5 億 5000 万レアルは 2017 年の残期間における浄化作業と被害者への補償に充てられ、残り 2 億

4000 万レアルについては、Samarco 社が当該ダムの安定化作業を行い、また、その事業を継続するために確保されるものとされ

ている。このように、Samarco 社の事案において、法人格否認の法理の適用が認められるか否かの最終的な司法判断はまだなさ

れていない（BHP 社及び Vale 社の責任を認めた下級審の判決については、上訴手続が現在も係属中である。）。しかし、

Samarco 社の各株主（特に、操業に直接関与していない BHP 社）は、当該事故に関連して、既に膨大な時間と資金を費やしてい

る状況にある。 

 

まとめ 

 

 Samarco 社の事案は、ブラジル環境法における法人格の否認に関する裁判所のアプローチを示す事案であった。同事案では、

ブラジルの会社が引き起こした環境損害及び関連する社会的損害についての、その株主対する責任を明確に認める司法判断も

なされている。 

                                                   
4  次のリンクを参照。http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/30/bhp-billiton-puts-250m-towards-samarco-clean-up/ 

なお、上記のブラジルレアルの金額は米ドルから換算した概算額であり、為替レートによって変わり得る。 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/06/30/bhp-billiton-puts-250m-towards-samarco-clean-up/
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 これらの司法判断については、前記のとおり、現在上訴審において争われているところであるが、BHP 社及び Vale 社はともに、

Samarco 社の株主という立場において、連邦政府等との間で合意を締結し、あるいは、当該事故に関して多額の被害補償及び被

害回復措置のための支払いを行っている。なお、上記の上訴審において、仮に BHP 社及び Vale 社の主張が認められ、法人格

否認の法理の適用が否定されたとしても、既に支払い済みの補償金等が返還されることはない。 

 

 Samarco 社の事案は、現実に、ブラジルの環境法令に基づく法人格の否認の法理の適用が、当事会社の株主に対して与える

影響を示しており、特に、高い環境リスクを伴う事業に関しては、投資決定の前後において適切な法的及び技術的なアドバイスを

取得することが重要であるということを示している。 
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